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滋賀県における環境学習関連条例、計画の策定をめぐるこれまでの動き 

 

 

○平成 ８年 ３月  滋賀県環境基本条例 制定 

（第 14 条 環境学習の促進） 

  県は、県民および事業者の環境の保全についての理解と認識を深めることとなる学

習が促進されるよう、情報の提供、普及啓発、人材の育成、交流の場の提供その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

 

○平成 ９年１０月  滋賀県環境総合計画策定 

（第１節 基本的な環境保全施策 － ７．環境学習を進める） 

    目標 自然とのふれあいと体験や実践活動を重視した環境学習を推進する 

    施策 ①生涯にわたる環境学習の体系的な推進 

       ②実践や体験を通した環境学習の推進 

       ③環境学習の基盤の整備と交流の推進 

 

○平成１１年１２月  これからの環境教育・環境学習―持続可能な社会をめざしてー 

―中央環境審議会答申― 

 

○平成１２年１０月  滋賀県環境学習懇話会設置 

     ↓ 

○平成１３年 ５月  滋賀らしい環境学習を進めるために～提言～ 

―滋賀県環境学習懇話会から－ 

    ◇体系的総合的な環境学習の推進 

・次代を担う若い世代（特に幼児期とその家族）を対象とした環境学習を推進すること 

・今後「総合的な学習の時間」の導入に伴い、環境教育の重要度が増す学校教育での環

境学習の取り組みをサポートするための体制を、全庁的なものとする必要があること 

◇地域に根ざした環境学習の推進 

・環境汚染、自然保護など従来の視点に加え、環境学習の視点を食・住・歴史・文化

などへと幅を広げること 

・水を素材としたプログラムの開発や、流域と一体となった環境学習を推進すること 

◇人材の育成と環境学習情報システムの整備 

・地域での人材の発掘、育成と、こうした人材が環境学習の場で活動できる仕組みづ

くりを進めること 

・人材、教材、施設などの環境情報を一元的に管理し、必要な形で提供する環境学習

のコーディネートシステムを構築すること 

◇環境学習の場づくり 

     ・小河川や水田、鎮守の森などの普段の生活における様々な場が環境学習のフィール

ドになることを再認識すること 

・体系的総合的な環境学習を進めるため、人と情報発信機能を一元化し、拠点となる

センター的機能を持った施設を充実させること 
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○平成１３年度    環境学習コーディネートシステム検討会のまとめ 

    ◇コーディネートシステムの構築に向けて 

     ・コーディネーターおよび地域サポーターの育成 

     ・環境学習情報システムの構築 

 

○平成１４年２～３月 滋賀県環境学習情報システム検討調査 

６月 報告書まとめ 

     一般的な情報機能で蓄積された環境情報をベースに実際の環境学習活動の取組につな

がる機能が必要であり、活動内容の情報発信や情報交換の機能が大切 

 

○平成１５年 ３月  ともに学び 人と人をつなぐ環境学習プログラム 

－平成１４年度環境学習コーディネート・ワーキング報告書－ 

    ◇具体的な環境学習プログラムの作成、実施 

     ・草津市立志津小学校５年生の総合的な学習の時間を活用した環境学習 

     ・八日市河辺いきものの森をフィールドとし、NPO（遊林会）がサポートして進める、 

      八日市北小学校４年生の環境学習 

 

○平成１５年 ７月  環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に

関する法律 公布 
（平成１５年１０月一部施行、平成１６年１０月完全施行） 

 

○平成１５年１０月  滋賀県環境学習推進会議設置 

 

○平成１６年 ３月  滋賀県環境学習の推進に関する条例 公布 

（同４月１日施行） 

（第６条 計画の策定等） 

知事は、環境学習の体系的、総合的および効果的な推進を図るため、環境学習の推

進に関する計画（以下「計画」という。）を策定するものとする。 

（第８条 拠点としての機能を担う体制の整備）  

県は、県民等の環境学習が効果的に行われるよう、環境学習を推進するための拠点

としての機能を担う体制を整備するものとする。 

 

○平成１６年 ３月  新滋賀県環境総合計画～環境滋賀モデル創造プラン～策定 

（第１章 基本施策の推進 － 第６節 確実な環境配慮の実践） 

    目標 ○体系的・総合的な環境教育・環境学習を推進し、環境意識の定着を図る 

       ○環境教育・環境学習を推進し、環境保全のための具体的行動ができる人づくり

に努める 

       ○環境に配慮した事業活動の育成・支援に努める 

       ○環境配慮型製品の普及に努める 

    施策の方向 ①環境教育・環境学習の推進 

          ②新しい環境習慣の推進 

          ③環境調和型産業への転換 
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○平成１６年１０月  滋賀県環境学習推進計画 策定 

    （第３章 １．基本理念）※条例第３条に基づき 

     ①すべての県民が取り組む          ②あらゆる分野を対象とする 

     ③生涯にわたって段階的・継続的に取り組む  ④体験の重要性を認識する 

     ⑤日常の生活の場である地域に根ざし、地域の特徴を生かす 

     ⑥地球全体の環境への理解とその関わりについての意識を持つ 

（第３章 ２．基本目標） 

     持続可能な社会づくりに向けて主体的に行動できる人づくり 

    （第６章 環境学習推進のための施策の展開） 

     ①人材発掘・育成および活用 

     ②プログラムの整備および活用 

     ③場や機会づくり 

     ④情報の提供 

     ⑤連携・協力のしくみづくり 

     ⑥取組への気運を高める普及啓発 

   

○平成１７年 ６月  滋賀県環境学習支援センター を水環境科学館に開所 

（平成２０年４月には同センターを大津合同庁舎に移転） 

    ◇事業内容（環境学習支援機能） 

・環境学習情報システムの管理・運営 

・環境学習に関する相談・助言 

・環境学習指導者の養成・支援 

・パートナーシップづくりのための交流の場づくり 

・環境学習プログラムの研究・開発 

・参考図書等の収集・貸出 

 

○平成１８年 ３月  我が国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画

（ＥＳＤ実施計画）策定 

 

○平成２０年 ３月  滋賀県環境学習推進計画（改定版）策定 

    ◇改定にあたっての基本的な考え方 

基本理念、基本目標、施策の体系など現行計画の基本的な枠組みを維持しつつ、市町

との連携の強化や、環境学習支援センターの機能の充実等を課題として、まとめた。 

 

○平成２１年１２月  第三次滋賀県環境総合計画 策定 

（第３章 施策の方向 －第１節 持続可能な滋賀社会の構築に向けた人育ち・人育て） 

    ◇目指すべき将来（2030 年）の姿 

    ・家族、地域、世代間のつながりを大切にし、交流を深め、支え合っている 

    ・地域活動、ボランティア、NPO 活動に積極的に参加している 

    ・環境への負荷が少ないライフスタイルが定着している 

    ・県民が主役となって環境学習や環境保全活動などを県全体で展開している 
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    ◇施策の展開 

    ・低炭素社会の実現に向けて 

     地球温暖化への理解と認識を深めて、省資源・省エネルギーをはじめとする環境保全

のための具体的行動の実践へとつなげる。 

    ・琵琶湖環境の再生に向けて 

     琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境、地域固有の伝統文化や歴史などの素材、地域

の人材を活かした環境教育・環境学習により、自分たちの地域環境は自分たちで良く

していくという気運を高める。 

 

○平成２２年 ４月  滋賀県環境学習支援センターを琵琶湖博物館に移管し、 

琵琶湖博物館環境学習センターと改称 

◇移管の背景 

     環境学習支援センターにおいて蓄積した情報、市町・ＮＰＯとのネットワークおよび

教材等の資源と、琵琶湖博物館の学芸員等の人材、展示・学習施設等の資源を有機的か

つ一体的に提供することで、環境学習の一層の推進を図る。 

 

○平成２３年 ３月  滋賀県環境学習推進計画（第２次）策定 

◇改定にあたっての基本的な考え方 

現行計画の基本的な枠組みを維持しつつ、新たに重点的な取組方向として、１）低炭

素社会づくりに係る環境学習の推進、２）体系的な自然体験学習の推進を明記。 

また、計画の進行管理と評価に関し、県の環境学習関連施策の実施状況について自己

評価するとともに、他の主体が滋賀県内で実施している環境学習を把握、整理すること

とした。 

 

○平成２３年 ６月  環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 公布 

 （平成２３年１０月一部施行、平成２４年１０月全面施行） 


